
　　　年　　　月　　　日

学　　　部

学生番号

郵便番号 〒
住所(住民票登録)
フリ　　ガナ
氏　　　名

生年月日　 年　　　　月　　　　日　　　男・女

【参考】
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は一人につき一箇所にしか提出できません。
他の事務所で既に申告書を提出された方は本学へ提出することができません。
未提出者については税率の扱いが異なり概ね5％の税額が課されることになります。

不　提　出　届

私は他の事業所で給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していますので、
長崎大学には提出できません。
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